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第７章 基本方針を実現するための施策・事業 

 

目標 施策 事業 

①不便なく生活することがで

きる交通ネットワークの形

成 

①わかりやすく利便性の高い

交通ネットワークの形成 

①わかりやすく利便性の高いバス

ネットワークの形成 

②鉄道とバスの乗り継ぎの円滑化 

③市営エリア型デマンドバスの見

直し 

④定期的な利用者調査 

⑤通学支援の維持・継続 

⑥土佐山田駅からのいち駅を結ぶ

交通モードの検討 

⑦タクシーの早朝・夜間の持ち回

り営業や共同配車の導入検討 

⑧他分野との共創による公共交通

の活性化 

⑨住民が主体となる取組 

②わかりやすく安心して利用

できる交通環境づくり 

②わかりやすい公共交通の情

報提供 

⑩広報紙による情報提供 

⑪ホームページによる情報提供 

⑫公共交通マップの作成 

⑬転入者に向けた公共交通の情報

提供 

③待合環境の整備 ⑭駅・待合室・バス停の整備 

④モビリティマネジメントの

実施 

⑮乗り方教室・出前講座の実施 

⑯施設やイベントとの連携 

⑤ＩＣＴを活用した利便性の

向上 

⑰公共交通オープンデータ

（GTFS-JP）の整備・更新 

⑱キャッシュレス化の推進 

⑥利用しやすい割引制度 ⑲割引制度の検討 

⑦観光まちづくりとの連携 ⑳観光まちづくりと連携した公共

交通の活用推進 

③様々な主体が関わり、一緒

に作る持続可能な公共交通 

⑧地域公共交通を支える人材

確保 

㉑運転手の適正配置制度の検討 

㉒移住・定住促進施策と連携した

担い手確保支援 

㉓多様な働き方の検討 

㉔自動運転に向けた勉強会 

⑨協働による地域公共交通の

見直し 

㉕香美市地域公共交通活性化協議

会の開催 

㉖地域公共交通の見直しに向けた

地域座談会 

   

資料２ 
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目標① 不便なく生活することができる交通ネットワークの形成 

施策① わかりやすく利便性の高い交通ネットワークの形成 

目的 
不便なく生活することができるように、わかりやすく利便性の高い交通ネットワー

クを形成します。 

 

事業名① わかりやすく利便性の高いバスネットワークの形成 

事業の概要 

＜路線バス＞ 

路線バス（山田駅～龍河洞線、田井～医大病院線、大栃線）は、継続して運行して

もらうために支援します。 

また、要望や必要に応じて、下記の内容を検討します。 

【検討案】 

・利用者のニーズを把握し、ダイヤ改正（運行便数の調整） 

・車両サイズの変更 

・市営路線バスとのダイヤ調整 

 

＜市営路線バス＞ 

市営路線バスは、現在の運行を継続します。 

また、要望や必要に応じて、下記の内容を検討します。 

【検討案】 

・利用者や目的地の状況によって、増便、ルート変更、路線の統合 

・利用者人数を把握し、市営エリア型デマンドバスへの変更 

・路線バスとのダイヤ調整 

 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 
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事業名② 鉄道とバスの乗り継ぎの円滑化 

事業の概要 鉄道とバスが乗り継ぎしやすくなるよう運行ダイヤの見直しを行います。 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

事業名③ 市営エリア型デマンドバスの見直し 

事業の概要 

やまださくら号・かほくあじさい号・ものべゆず号を継続して運行させます。 

また、要望や必要に応じて、下記の内容を検討します。 

【検討案】 

・運行エリアの拡大 

・新たな目的地の追加 

・運行時間の変更 

・配車システムの導入 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

事業名④ 定期的な利用者調査 

事業の概要 

交通体系の改善に向けた検討材料や利便性向上のために、利用者のニーズや満足度

を把握することを目的とした利用者調査を定期的に実施します。併せて乗降調査を実

施し、必要に応じて路線・ダイヤの見直しを検討します。 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

事業名⑤ 通学支援の維持・継続 

事業の概要 

現状と同様に通学支援を維持し、通学の安全を確保します。必要に応じて、一般利

用者の利用許可についても検討します。 

登下校時間帯以外の空き時間に車両は使われていないことから、市営路線バスとし

て活用することを検討します。 

学校の統合等によって、新たな通学支援が必要になった場合は、教育機関と協議し

ながら対応します。 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 
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事業名⑥ 土佐山田駅からのいち駅を結ぶ交通モードの検討 

事業の概要 

香美市の住民のなかでは、香南市の商業施設などへの移動手段を望む声も多くあり

ます。 

そのため、香南市と連携しながら、本市の交通結節点である土佐山田駅と、香南市

にあるのいち駅を結ぶ交通モードについて検討します。 

実施主体 香美市、交通事業者、高知県、香南市 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

表 土佐山田駅からのいち駅を結ぶ交通モードの概要イメージ 

路線 土佐山田駅（香美市）～のいち駅（香南市） 

乗降方式 定時定路線（想定） 

車両 バス車両（想定） 

運賃 利用ニーズを踏まえ香南市及び交通事業者等と協議 

運行時間帯・ 

便数 

下記を対象に利用ニーズを調査のうえ検討 

・香美市の住民 

乗降場所 土佐山田駅、のいち駅、商業施設および医療施設のニーズに応じて設定を検討 

 

事業名⑦ タクシーの早朝・夜間の持ち回り営業や共同配車の導入検討 

事業の概要 
単独のタクシー事業者では対応が難しい深夜・早朝の営業について、複数のタクシ

ー事業者による持ち回り営業や共同配車の仕組みを検討します。 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 
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事業名⑧ 他分野との共創による公共交通の活性化 

事業の概要 
目的地となる施設や他分野（医療・福祉・教育・商業・観光など）と連携し、利用

者や収入の確保を図り、公共交通を活性化するための施策を検討します。 

実施主体 香美市、交通事業者、関係者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 他分野との共創の事例  
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事業名⑨ 住民が主体となる取組 

事業の概要 住民が主体となり、公共交通との関わりを創出・連携した取組を検討します。 

実施主体 香美市、交通事業者、住民 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 住民が主体となる取組の事例（島根県安来市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

公共交通のサービスが充足できていない山間地の宇波地区では、住民が運転者となって乗客を輸

送する住民主体の移動サービスが運行している。 

開始当初は、道路運送法によらないボランティア輸送の取組を行っていたが、現在は運転者への報

酬を確保するため、交通空白地有償運送（自家用有償旅客運送）の登録を受けて運行している。 
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目標② わかりやすく安心して利用できる交通環境づくり 

施策② わかりやすい公共交通の情報提供 

目的 
公共交通の情報を市民や移住者・観光客にわかりやすく提供し、利用促進を図りま

す。 

 

事業名⑩ 広報紙による情報提供 

事業の概要 
「広報香美」において、継続的に公共交通に関する特集記事を掲載し、公共交通の

現状や利用するメリット、利用の仕方などの情報を提供します。 

実施主体 香美市 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「広報香美」（2021年 12月号）   図 事例：「広報みしま」2020年 10月 15日号 

（静岡県三島市） 
４ページにわたって、 

公共交通の現状・メリット・運行先について 

わかりやすく情報提供 
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事業名⑪ ホームページによる情報提供 

事業の概要 

香美市・交通事業者のホームページにおいて、公共交通に関する情報を市民にわか

りやすく提供します。 

また、観光に関する情報も一緒に掲載し、観光客にもわかりやすく情報を提供しま

す。 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

事業名⑫ 公共交通マップの作成 

事業の概要 

交通事業者、交通モードに関わらず、市内公共交通に関するすべての情報を網羅し

たわかりやすく携帯可能な公共交通マップやパンフレットの作成、配布について検討

します。 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 
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事業名⑬ 転入者に向けた公共交通の情報提供 

事業の概要 転入手続き時に公共交通マップなどを配布し、情報を提供します。 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 事例：転入者を対象としたモビリティマネジメント（愛知県豊橋市） 

 

 

 

 

 

 

   

愛知県豊橋市では、日常の移動での自動車利用の習慣が形成される「前」のタイミングであり、行

政が関わる「転入届」の提出時に、受付窓口で公共交通マップや意識の変化を促す動機付けチラシな

どを配布し、転入者の交通意識と行動を好ましい方向（過度な自動車利用から公共交通などを適切

に利用する方向）に変えることを目的に、モビリティマネジメントを実施した。 
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目標② わかりやすく安心して利用できる交通環境づくり 

施策③ 待合環境の整備 

目的 誰もが安心・安全に利用できるよう、待合環境を整備します。 

 

事業名⑭ 駅・待合室・バス停の整備 

事業の概要 

市民からの要望があるため、土佐山田駅のバリアフリー化を検討します。 

また、バス待合室のある美良布・大栃は快適にバスを待つことができるように整備

します。 

必要に応じて、バス停の更新・改修を検討します。 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

目標② わかりやすく安心して利用できる交通環境づくり 

施策④ モビリティマネジメントの実施 

目的 
モビリティマネジメントの実施を通じて、誰もが利用しやすく感じるようにし、利

用促進を図ります。 

 

事業名⑮ 乗り方教室・出前講座の実施 

事業の概要 公共交通の乗り方教室・出前講座を実施します。 

実施主体 香美市、交通事業者、市民 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

事業名⑯ 施設やイベントとの連携 

事業の概要 
施設利用や香美市が主催・協賛するイベントについては、公共交通の利用を呼びか

け、案内には路線バスのダイヤなどを掲載します。 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 
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目標② わかりやすく安心して利用できる交通環境づくり 

施策⑤ ＩＣＴを活用した利便性の向上 

目的 ＩＣＴを活用し、利便性を向上させ、利用促進を図ります。 

 

事業名⑰ 公共交通オープンデータ（GTFS-JP）の整備・更新 

事業の概要 公共交通オープンデータ（GTFS-JP）の整備・更新に向けた取組を実施します。 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 検索結果のイメージ 
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事業名⑱ キャッシュレス化の推進 

事業の概要 

交通系ＩＣカード「ですか」等を導入し、利用者の利便性の向上を図ります。ま

た、下記の内容を検討します。 

【検討案】 

・利用実態の把握や施策・事業の効果を検証するために、ＩＣカードデータを活用 

・乗り方教室・出前講座の実施の際に、ＩＣカードを販売 

・乗継割引や商業施設等と連携したポイント制度の検討 

実施主体  

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

目標② わかりやすく安心して利用できる交通環境づくり 

施策⑥ 利用しやすい割引制度 

目的 
利用者の料金負担を軽減させ、地域公共交通の利便性の向上や、地域公共交通の維

持・活性化を図ります。 

 

事業名⑲ 割引制度の検討 

事業の概要 

①利用者の料金負担軽減や運転免許返納者対策として、利用しやすい運賃設定によ

り、地域公共交通の利用促進を図ります。 

②路線見直し等により乗継が必要となった際は、利用者の金銭的負担を軽減するとと

もに、乗継の心理的な負担を和らげることを目的とした運賃制度の導入を行いま

す。 

③定額制（サブスクリプション）サービスなどの導入により、利便性が高く持続可能

な交通手段の確保を図ります。 

④商業施設や観光施設と連携した割引サービスやイベントの実施など、地域と連携し

て利用者の増加を図ります。 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 
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目標② わかりやすく安心して利用できる交通環境づくり 

施策⑦ 観光まちづくりとの連携 

目的 
観光地への需要に対応し、既存の公共交通の活用のあり方などについて検討し、観

光客のニーズに応えた仕組みを構築します。 

 

事業名⑳ 観光まちづくりと連携した公共交通の活用推進 

事業の概要 

下記の内容を検討します。 

【検討案】 

・鉄道や路線バス・市営路線バスの利用など、公共交通を利用した観光ルートやプ

ラン 

・観光施設のホームページに公共交通の情報を掲載 

・観光施設と連携した割引サービスの実施【再掲】 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 
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目標③ 様々な主体が関わり、一緒に作る持続可能な公共交通 

施策⑧ 地域公共交通を支える人材確保 

目的 

現在、地域公共交通を支える人材の確保が難しい状況であるため、公共交通サービ

スレベルや継続性に影響を与えないように、新しい採用方法の導入や待遇の見直しを

行い、人材を確保します。 

 

事業名㉑ 運転手の適正配置制度の検討 

事業の概要 交通事業者間で運転手を相互に派遣できる制度を検討します。 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

事業名㉒ 移住・定住促進施策と連携した担い手確保支援 

事業の概要 
香美市及び高知県が運営する移住ポータルサイトや移住相談会などを活用し、公共

交通の担い手確保を支援します。 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

事業名㉓ 多様な働き方の検討 

事業の概要 
働きやすさの向上や女性活躍といった観点から、時短勤務制の導入や女性乗務員の

積極採用等を検討します。 

実施主体 香美市、交通事業者 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

事業名㉔ 自動運転に向けた勉強会 

事業の概要 今後、自動運転の導入に向けた勉強会を定期的に開催・参加します。 

実施主体 香美市、交通事業者、関係者、市民 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

 長期的には、自動運転の実現を目指す。 
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目標③ 様々な主体が関わり、一緒に作る持続可能な公共交通 

施策⑨ 協働による地域公共交通の見直し 

目的 
香美市や交通関連事業者、関連者、市民の協働によって、公共交通の持続的な運営

や利便性を向上させます。 

 

事業名㉕ 香美市地域公共交通活性化協議会の開催 

事業の概要 

毎年１回以上は、香美市地域公共交通活性化協議会を開催し、本計画の進捗状況や

評価を行います。 

また、意見交換や議論を通じて利用者や市民ニーズ等の情報共有を行い、公共交通

の運行内容への反映や利用促進策などを検討します。 

実施主体 香美市、交通事業者、関係者、市民 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

事業名㉖ 地域公共交通の見直しに向けた地域座談会 

事業の概要 

路線・市営路線バスのダイヤ改正や市営エリア型デマンドバスの運行内容の改善な

ど、市民ニーズを正しく認識するために毎年、地域座談会を開催します。 

開催にあたっては、市民に香美市の公共交通の現状を共有し、公共交通の確保・維

持に向けた当事者意識の醸成を図ります。 

また、移動する際の困りごとなどを収集し、公共交通への反映を検討します。 

実施主体 香美市、交通事業者、市民 

実施時期 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域座談会のイメージ  


